
議案第８４号

杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和３年１１月１５日

提出者 杉並区長 田 中 良

杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例

杉並区事務手数料条例（平成１２年杉並区条例第２４号）の一部を次のように改

正する。

別表第１の１２３の２の項を次のように改める。

１２３の 長期優 次のア及びイに掲げる場合の区分に応じ、１件につき、それぞれ次に掲げる額（当該申請に係る住 認定

２ 長期 良住宅 宅が一戸建ての住宅（人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下同じ。） 申請

優良住 建築等 の場合において、一戸建ての住宅を新築しようとするときはアの（ア）の（１）又はアの（イ）の のと

宅の普 計画認 （１）に掲げる額、一戸建ての住宅を増築し、又は改築しようとするときはイの（ア）の（１）又 き。

及の促 定申請 はイの（イ）の（１）に掲げる額）（申請に併せて長期優良住宅の普及の促進に関する法律第６条

進に関 手数料 第２項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について、９２の２の項又は９２

する法 の３の項に掲げる額（申請に係る計画に特定構造計算基準等適合審査をする部分が含まれる場合に

律（平 おいては、特定構造計算基準等適合審査をする部分ごとに７７の２の項に掲げる額の手数料を、建

成２０ 築基準法第８７条の４に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機１基に

年法律 つき９２の７の項又は９２の８の項に掲げる額の手数料を加えた額）の手数料を加えた額）

第８７ ア 住宅を新築しようとする場合 次の（ア）及び（イ）に掲げる場合の区分並びに当該申請に係

号）第 る住宅が属する一の建築物の床面積の合計に応じ、それぞれ次に掲げる額

６条第 (ア) 申請に併せて住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８１号）第６条の

１項の ２第５項の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しが提出された場合

規定に (１) １００平方メートル以内のもの ７，１００円

基づく (２) １００平方メートルを超え５００平方メートル以内のもの １３，０００円

長期優 (３) ５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以内のもの ２２，０００円

良住宅 (４) １，０００平方メートルを超え２，５００平方メートル以内のもの ３２，０００円

建築等 (５) ２，５００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内のもの ５７，０００円

計画の (６) ５，０００平方メートルを超え１万平方メートル以内のもの ９４，０００円

認定の (イ) （ア）以外の場合

申請に (１) １００平方メートル以内のもの ５２，０００円

対する (２) １００平方メートルを超え５００平方メートル以内のもの １２２，０００円

審査 (３) ５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以内のもの １９６，０００円

(４) １，０００平方メートルを超え２，５００平方メートル以内のもの ３８６，０００円

(５) ２，５００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内のもの ６９１，０００円

(６) ５，０００平方メートルを超え１万平方メートル以内のもの １，１８８，０００円

イ 住宅を増築し、又は改築しようとする場合 次の（ア）及び（イ）に掲げる場合の区分並びに



当該申請に係る住宅が属する一の建築物の床面積の合計に応じ、それぞれ次に掲げる額

(ア) 申請に併せてアの（ア）に規定する書類が提出された場合

(１) １００平方メートル以内のもの １０，０００円

(２) １００平方メートルを超え５００平方メートル以内のもの １９，０００円

(３) ５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以内のもの ３３，０００円

(４) １，０００平方メートルを超え２，５００平方メートル以内のもの ４７，０００円

(５) ２，５００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内のもの ８５，０００円

(６) ５，０００平方メートルを超え１万平方メートル以内のもの １４０，０００円

(イ) （ア）以外の場合

(１) １００平方メートル以内のもの ７８，０００円

(２) １００平方メートルを超え５００平方メートル以内のもの １８３，０００円

(３) ５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以内のもの ２９３，０００円

(４) １，０００平方メートルを超え２，５００平方メートル以内のもの ５７９，０００円

(５) ２，５００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内のもの １，０３７，００

０円

(６) ５，０００平方メートルを超え１万平方メートル以内のもの １，７８２，０００円

別表第１の１２３の３の項中「まで、」を「まで又は」に改め、「又はアの

（ウ）の（１）から（６）まで」を削り、「、アの（イ）の（１）又はアの（ウ）

の（１）」を「又はアの（イ）の（１）」に改め、「を、変更認定申請戸数で除し

た額（１００円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）」を削り、同表の

１２３の４の項中「２，１００円」を「２，３００円」に改め、同項の次に次のよ

うに加える。

１２３の 認定を １件につき ２，３００円 変更

４の２ 受けた 認定

長期優 長期優 申請

良住宅 良住宅 のと

の普及 建築等 き。

の促進 計画に

に関す 基づく

る法律 建築に

第９条 係る区

第３項 分所有

の規定 住宅の

に基づ 管理者

く管理 等が選

者等が 任され

選任さ た場合

れた場 の当該

合にお 計画の



ける長 変更認

期優良 定申請

住宅建 手数料

築等計

画の変

更の認

定の申

請に対

する審

査

別表第１の１２３の５の項中「２，１００円」を「２，３００円」に改める。

附 則

１ この条例は、令和４年２月２０日から施行する。

２ 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進

に関する法律等の一部を改正する法律（令和３年法律第４８号）附則第２条第２

項の規定によりなお従前の例によることとされる長期優良住宅建築等計画（同条

第３項の規定の適用を受けるものを除く。）の変更の認定の申請に対するこの条

例による改正後の杉並区事務手数料条例別表第１の１２３の３の項の規定の適用

については、同項中「額）の手数料を加えた額）」とあるのは、「額）の手数料

を加えた額）を、変更認定申請戸数で除した額（１００円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てる。）」とする。

（提案理由）

長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部が改正されたことに伴い、長期

優良住宅建築等計画認定申請手数料を改める等の必要がある。


